
公益通報（行政機関としての県に対する労働者からの通報）
処理の流れ

＜受付＞

＜調査＞

調査の実施

調査の終了

通報対象事実なし

権限を有する機関（国・市町等
担当窓口等）を教示

不受理または情報提供として
受け付けた旨を通知

通報者

調査しない旨を通知

通報を受理した旨を通知

調査の進捗状況を適宜通知

調査結果を通知（措置の必要
の有無を含む）

公益通報以外

処分権限あり

公益通報に該当

通報の受理

調査の必要なし

＜是正措置＞

法令に基づく措置
その他適当な措置

通報処理の終了

通報対象事実あり

調査の必要あり

措置結果を通知

通報

処分等権限なし

所管窓口
所管窓口以外に連絡があっ
た場合も、速やかに通報を該
当すると思われる所属に引き
継ぐ

県民相談室
（広報課担当）

所管窓口や通報の対象等が
分かっている場合

所管窓口や通報の対象等が
分からない場合

所管窓口に引き継ぐ

県

※調査上、必要がある場合は、通
報者の同意を取得した上で特定し
得る情報を開示することがあります

※消費者庁HPに掲載の通報対象となる法律一覧表に掲載
の法律のうち、滋賀県が通報先となる法律のみ


